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第２回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会議事録  
 
 
 

日時：平成２０年１１月２１日 (金 )  
午後１：３０～  

場所：市役所１４Ｄ会議室  
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山島哲夫委員，金子達男委員， 

和田佐英子委員，塩野谷ふじ子委員  

 

 

臨時委員（地区代表） 

 

浪花伸行委員，高島三郎委員（鶴田地区） 

（６名） 

 

 

 

三橋伸夫委員 

（１名） 

 

 

 

栗田健一幹事，手塚正行幹事，飯塚由貴雄幹事 

（３名） 

 

 

 

笠井純幹事，森岡正行幹事，関哲夫幹事 

（３名） 
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山島委員長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

山島委員長  

 

 

 

 お忙しい中ご出席いただきまして，誠にありがとうございます。

定刻となりましたので，只今から，「第２回宇都宮市まちづくり

交付金評価委員会」を開会いたします。  

本日の 出 席幹事 で ござい ま すが， 都 市開発 部 次長の 栗 田，公園

緑地課 長 の飯塚 ， 西部区 画 整理事 業 課長の 手 塚でご ざ います。な

お，幹 事 の都市 開 発部長 ， 区画整 理 担当副 参 事，都 市 計画課長に

つきましては本日所用のため欠席となっております。   

それで は 開会に 先 立ちま し て，本 日 の会議 資 料につ い て確認さ

せていただきます。  

先日，送付いたしました，  

・  第２回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会次第  

・  資料１－１  事後評価方法書（鶴田地区）  

・  資料１－２  事後評価シート（鶴田地区）  

次に本日配布の資料として  

・  説明資料１  鶴田地区の事後評価についてとなります。  

以上不足しているものがありましたら，お知らせください。  

よろしいでしょうか。  

それでは ，これ以 降の議事 について は，山島 委員長に お願いい

たします。  

 

それでは ，忌憚の ないご意 見をいた だきなが ら，効率 的に進め

たいと 思 います の で，ご 協 力をよ ろ しくお 願 いいた し ます。事務

局より本会の成立についてご報告をお願いいたします。  

 

本日の 委 員会で ご ざいま す が，現 在 出席委 員 は６名 で ございま

す。こ れ は，当 委 員会設 置 要綱第 ８ 条にご ざ います 「 委員会は委

員の過半数の出席をもって開催する」旨を満たしておりますので，

委員会の成立をご報告いたします。  

また，本日 ,傍聴者は１名です。併せて報告いたします。   

 

只 今 の 事 務 局 か ら の 報 告 の と お り 本 会 は 成 立 し て お り ま す の

で，次第に従い進めてまいります。  

まず，当 委員会運 営要領第 ３条に基 づきまし て，本日 の委員会

の議事 録 署名委 員 といた し まして ， 金子委 員 と塩野 谷 委員の両名
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手塚幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を指名いたします。よろしくお願いいたします。   

続きまして，議事に先立ち会議の公開について確認いたします。

本日の審議につきましては，公開とさせていただきます。  

また，審議の公開に際し，傍聴者の方へ申し上げます。お手

元の「傍聴要領」の記載内容をお守りいただきますようお願い

いたします。 

それでは ，本日の 議事に入 ります。 本日の議 題といた しまして

は，市 長 から諮 問 のあっ た 平成２ ０ 年度に ま ちづく り 交付金の終

了地区 で ある鶴 田 地区に つ いて， 前 回から 引 き続き 審 議するもの

です。  

事務 局 よ り資 料 の 説明 を い ただ き ， その 後 ， ご質 問 ， ご意 見 を

いただきたいと思います。  

なお ， 本 委員 会 で は， 事 後 評価 の 妥 当性 を チ ェッ ク す る役 割 と

事後評 価 結果を 踏 まえた 今 後のま ち づくり 方 策など に ついてその

妥当性 を チェッ ク する役 割 があり ， 必要に 応 じて意 見 を具申する

こととなっております。  

した が い まし て ， 審議 を 効 率的 に 進 める た め ，ま ず 事 後評 価 の

方法や 評 価結果 な どの妥 当 性につ い て審議 を 行い， そ の後まとめ

として 今 後のま ち づくり 方 策につ い ての審 議 を行い た いと思いま

すのでよろしくお願いいたします。  

それでは，事務局より説明をお願いします。  

 

 それでは，鶴田地区の事後評価についてのご説明をいたします。

西部区画整理事業課長の手塚です。よろしくお願いいたします。

まず， 鶴 田地区 の まちづ く り交付 金 事後評 価 の方法 及 び進め 方

につき ま して， 資 料１の １ 「まち づ くり交 付 金事後 評 価方法書」

に基づきご説明いたします。「まちづくり交付金事後評価方法書」

の１ページをご覧ください。  

(１ )成果 の評価 で すが， こ れは， 都 市再生 整 備計画 に 掲げた目

標を定 量 化する 指 標につ い て，事 前 評価時 の 従前値 の 求め方，事

後評価 時 のデー タ の計測 方 法と評 価 値の求 め 方，及 び フォローア

ップ時の確定値の求め方を設定したものであります。  

まず，指標１「消防困難地域の解消」でありますが，「Ａ．事前

評価時 の 従前値 の 求め方 」 は，③ の 「求め 方 の２段 目 」に記載し
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ました と おり， 平 成５年 度 末時点 の 地区内 で 消火栓 が 整備されて

いる道 路 から消 防 ホース の 延長１ ０ ０メー ト ルの幅 で 線を引き，

道路と こ の線で 囲 まれた 部 分を求 積 した数 値 を「消 防 困難地域の

解消がなされた面積」として，地区面積１２９ .１ヘクタールから

「この 消 防困難 地 域の解 消 がなさ れ た面積 」 を差引 い た数値を従

前値として設定いたしました。  

「Ｂ． 事 後評価 時 の評価 値 の求め 方 」は， ⑥ データ の 計測手 法

の ２ 段 目 に 記 載 し た と お り ，「 事 前 評 価 時 の 従 前 値 の 求 め 方 と 同

一の方 法 」を採 用 した場 合 、消火 栓 を使用 し た消火 活 動の実状と

相違す る ため， 平 成２０ 年 ５月時 点 で，整 備 が完了 し た道路の消

火栓か ら 消防ホ ー スの延 長 １００ メ ートル の 半径の 円 を描き，こ

の円を 求 積した 数 値を「 消 防困難 地 域の解 消 がなさ れ た面積」と

して，地区面積１２９ .１ヘクタールから「この消防困難地域の解

消がな さ れた面 積 」を差 引 いた数 値 に，今 年 度の整 備 計画を勘案

して推計し評価値といたしました。  

「Ｃ .フォローアップ時の確定値」は，⑫の求め方に記載したと

おり， 交 付期間 終 了後１ ヶ 月を経 過 した時 点 の平成 ２ １年５月１

日に， 平 成２１ 年 ３月末 ま でに整 備 が完了 し た道路 の 消火栓から

消防ホ ー ス延長 １ ００メ ー トルの 半 径の円 を 描き， こ の円を求積

した数 値 を「消 防 困難地 域 の解消 が なされ た 面積」 と して，地区

面積１２９ .１ヘクタールから「この消防困難地域の解消がなされ

た面積」を差引いた数値を確定値といたします。  

次に２ ペ ージの 指 標２「 公 園まで 歩 いて利 用 できる 地 域面積 の

向上」でありますが，「Ａ．事前評価時の従前値の求め方」は，③

の求め 方 の２段 目 に記載 し たとお り ，平成 ５ 年度末 時 点の地区内

の公園 の 中心か ら ，街区 公 園誘致 距 離の２ ５ ０メー ト ルを半径と

する円 を 描き， こ の円の 面 積を求 積 した数 値 を従前 値 として設定

いたしました。  

「Ｂ． 事 後評価 時 の評価 値 の求め 方 」は， ⑥ のデー タ の計測 手

法の２ 段 目に記 載 したと お り，平 成 ２０年 ５ 月時点 で ，整備が完

了した 地 区内の 公 園の中 心 から街 区 公園誘 致 距離の ２ ５０メート

ルを半 径 とする 円 を描き ， この円 の 面積を 求 積した 数 値に，今年

度の整備計画を勘案し推計いたしました。  

「Ｃ .フォローアップ時の確定値」は，⑫の求め方に記載したと
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おり， 交 付期間 終 了後１ ヶ 月を経 過 した時 点 の平成 ２ １年５月１

日に， 平 成２１ 年 ３月末 ま でに整 備 が完了 し た地区 内 の公園の中

心 か ら 街 区 公 園 誘 致 距 離 の ２ ５ ０ メ ー ト ル を 半 径 と す る 円 を 描

き，この円の面積を求積した数値を確定値といたします。  

次に３ ペ ージの 指 標３「 福 祉療育 施 設の利 用 者数」 で ありま す

が，「Ａ．事前評価時の従前値の求め方」は，③の求め方に記載し

たとお り ，福祉 療 育施設 が まちづ く り交付 金 の交付 期 間中であり

ます平成１９年４月に開設された施設であるため，従前値は『０』

で設定いたしました。  

「Ｂ． 事 後評価 時 の評価 値 の求め 方 」は， ⑥ のデー タ の計測 手

法の２ 段 目に記 載 したと お り，平 成 ２０年 ５ 月時点 で 確認できる

福祉療 育 施設で あ ります 『 こども 発 達セン タ ー利用 者 統計』より

利用者 数 を抽出 し ，過去 １ 年間の 傾 向を勘 案 し，開 館 日１日あた

りの利用者数を推計し評価値といたしました。  

「Ｃ .フォローアップ時の確定値」は，⑫の求め方交付期間終了

後 １ 年 を 経 過 し た 時 点 の 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 に ，「 福 祉 療 育 施

設であります『こども発達センター利用者統計』」より平成２１年

度の利 用 者数を 抽 出し， 開 館日１ 日 あたり の 利用者 数 を求め確定

値といたします。  

４ページのその他の数値指標「公園までの徒歩所要時間の短縮」

による成果の評価をご覧ください。これは，「当初設定した数値目

標以外の指標」であります。  

その他 の 数値指 標 「公園 ま での徒 歩 所要時 間 の短縮 」 は，指 標

２「公 園 まで歩 い て利用 で きる地 域 面積の 向 上」と 関 連した効果

の発現を計測する指標として設定いたしました。  

その他 の 数値指 標 「公園 ま での徒 歩 所要時 間 の短縮 」 であり ま

すが，「Ａ．事前評価時の従前値の求め方」は，③の求め方の２段

目に記 載 したと お り，平 成 ５年度 末 時点で ， 鶴田第 １ 土地区画整

理事業 地 内にお い て，至 近 距離の 公 園まで の 徒歩所 要 時間（時速

４キロ メ ートル ） を計測 し ，一番 時 間を要 す る徒歩 所 要時間を従

前値として設定いたしました。  

「Ｂ． 事 後評価 時 の評価 値 の求め 方 」は， ⑥ のデー タ の計測 手

法の２ 段 目に記 載 したと お り，平 成 ２０年 ５ 月時点 で ，鶴田第１

土地区 画 整理事 業 地内に お いて今 年 度の公 園 整備計 画 を勘案し，
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至近距 離 の公園 ま での徒 歩 所要時 間 （時速 ４ キロメ ー トル）を計

測し， 一 番時間 を 要する 徒 歩所要 時 間を推 計 し評価 値 といたしま

した。  

「Ｃ .フォローアップ時の確定値」は，⑫の求め方に記載したと

おり， 交 付期間 終 了後１ ヶ 月を経 過 した時 点 の平成 ２ １年５月１

日に， 鶴 田第１ 土 地区画 整 理事業 地 内にお い て，平 成 ２１年３月

末まで に 整備が 完 了した 至 近距離 の 公園ま で の徒歩 所 要時間（時

速４キ ロ メート ル ）を計 測 し，一 番 時間を 要 する徒 歩 所要時間を

確定値といたします。  

５ページをご覧ください。(２ )実施過程の評価のうち，１ )モニ

タリン グ の実施 状 況の確 認 であり ま すが， モ ニタリ ン グは実施し

ておりません。  

２ )住 民 参 加 プ ロ セ ス の 実 施 状 況 の 確 認 で あ り ま す が ，「 Ｂ .実

施事項 」 として ， 公園整 備 計画を ワ ークシ ョ ップ形 式 で策定いた

しました。「Ｃ .事後 評価時の 確認方法 」は，ワ ークショ ップ の 活

動記録 及 び議事 録 で，住 民 参加プ ロ セスの 実 施状況 を 確認いたし

ました。  

３ )持 続 的 な ま ち づ く り 体 制 の 構 築 状 況 の 確 認 で あ り ま す が ，

「Ｂ .実施事項」として，公園整備に関するワークショップ参加者

や自治 会 ，育成 会 及び子 供 会など の 地域の 既 存組織 に 対し，公園

愛護会 及 び樹木 の 里親制 度 への参 加 を働き か け，活 動 組織の体制

づくりを 推進いた しました。「Ｃ .事後 評価時の 確認方法 」は ， 樹

木の里親制度の登録状況などについて確認いたしました。  

６ペー ジ をご覧 く ださい 。 (３ )効果 発 現要因 の 整理で あ ります

が，西 部 区画整 理 事業課 が 主体と な り，関 係 各課と 検 討を行ない

整理いたしました。  

(４ )今後 のまち づ くり方 策 の作成 で ありま す が，西 部 区画整理

事業課 が 主体と な り，関 係 各課と ブ レーン ・ ストー ミ ングの方法

により整理いたしました。  

(５ )事後 評価原 案 等の公 表 であり ま すが， ま ず，原 案 の公表は

広報誌 な どで予 め 周知い た しまし て ，平成 ２ ０年１ ０ 月１日から

１５日 迄 ，市ホ ー ムペー ジ 及び事 業 担当課 の 西部区 画 整理事業課

において公表いたしました。次に，評価結果の公表でありますが，

平成２ １ 年３月 に 市ホー ム ページ 等 におい て 公表い た します。公
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表期間は１年間であります。  

(６ )まち づくり 交 付金評 価 委員会 の 審議で あ ります が ，先日の

１４日 と 本日の ２ 日間， 事 後評価 及 び事後 評 価の結 果 を踏まえた

今後の ま ちづく り の方策 の 妥当性 に ついて ， ご審議 頂 いていると

ころであります。  

(７ )有識 者から の 意見聴 取 であり ま すが， 本 委員会 は ，学識経

験のあ る 有識者 の 方々の ご 出席も 頂 いてお り ますの で ，本委員会

のご審議をとおして，ご意見を聴取させて頂いております。  

(８ )事後 評価に 必 要な経 費 に関わ る 予算措 置 の状況 で あります

が，事後評価に必要な経費は，予算措置を講じております。  

続きま し て，資 料 １の２ 「 まちづ く り交付 金 事後評 価 シート 」

につい て ご説明 い たしま す 。なお ， 資料の 説 明は， パ ワーポイン

により 説 明させ て 頂きま す 。では ， 正面の ス クリー ン をご覧くだ

さい。  

それで は 説明に 入 らせて 頂 きます 。 ご覧の よ うな内 容 ・順番 で

ご説明いたします。  

はじめ に ，前回 の 委員会 で もご説 明 いたし ま した鶴 田 地区の 位

置，地 区 の課題 及 びまち づ くりの 目 標を再 度 簡単に 説 明させて頂

き，次 に 様式２ の １「評 価 結果の ま とめ」 に 基づき ， 事業の実施

状況か ら 事後評 価 原案の 公 表結果 ま でをご 説 明し， そ の後，評価

委員の皆様方にご審議をお願いしたいと思います。  

次に，様式２の２「地区の概要」に基づき，「まちの課題の変化」

及び「 今 後のま ち づくり の 方策及 び 改善策 」 を，最 後 に「フォロ

ーアッ プ の計画 」 につい て ご説明 し ，再度 ご 審議を お 願いしたい

と思いますので，宜しくお願いいたします。  

まず， 鶴 田地区 の 位置で あ ります が ，赤の 太 線で囲 ま れた区 域

でございます。  

宇都宮 市 役所か ら 西に約 ２ キロメ ー トル， 栃 木県中 央 公園の 西

側に位 置 し，現 在 ，鶴田 第 １土地 区 画整理 事 業と鶴 田 第２土地区

画整理 事 業の二 つ の公共 施 行の土 地 区画整 理 事業が 実 施されてお

り，面積が１２９ .１ヘクタールの区域であります。  

また， 地 区内に は ，主要 地 方道宇 都 宮亀和 田 栃木線 が 南北に 縦

貫する と 共に， 主 要地方 道 宇都宮 鹿 沼線及 び 宇都宮 楡 木線が東西

に横断しております。  
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次に， 地 区の課 題 であり ま すが， 第 １に， 本 地区に お いては ，

主要地 方 道宇都 宮 亀和田 栃 木線， 宇 都宮鹿 沼 線及び 宇 都宮楡木線

が位置 し ており ， 沿道サ ー ビス系 店 舗の進 出 や民間 の 宅地開発が

活発に 行 われ， 急 速な市 街 化が進 行 してお り ますが ， 道路や公園

等の公共施設が未整備な状況にあったことで，「都市計画道路，区

画道路 及 び公園 の 整備を 進 捗させ ， 公共施 設 の未整 備 状況を解消

し，防災性の向上及び交通安全の確保を図る必要があること。」で

ありま す 。第２ に ，本地 区 には， 療 育の総 合 的な支 援 拠点施設の

建設が予定されていたことで，「療育拠点施設開設にあわせ，施設

周辺の道路網を整備する必要があること。」であります。  

次に， 本 地区の ま ちづく り の目標 で ありま す が，ま ず ，目標 １

として，「市街地として充分な公共施設を整備することで，防災機

能を充実 させるこ と。」，次 に，目標 ２として 「公園施 設整備に よ

り人間 に も自然 に も優し い 調和の と れたま ち づくり を 推進するこ

と。」，さ らに，目 標３とし て「公共 施設の早 期整備に より，療 育

の総合的な支援拠点施設整備を支援し，生活環境を整えること。」

を掲げております。  

なお， こ れらの 個 別的な 目 標を総 括 し，ま ち づくり の 大目標 と

して「 総 合的か つ 一体的 な 面的整 備 を推進 す ること で ，防災性の

向上， 生 活環境 の 改善及 び 交通安 全 の確保 を 図り， 良 好な居住環

境を備えた市街地を形成すること。」を掲げております。  

次に， 資 料１の ２ 「まち づ くり交 付 金事後 評 価シー ト 」の内 容

を順次ご説明いたします。  

地区名は鶴田地区で，地区面積は１２９ .１ヘクタールでありま

す。  

交付金 の 交付期 間 は，平 成 １６年 度 から平 成 ２０年 度 の５年 間

であります。  

事後評 価 実施時 期 は，交 付 金の完 了 年度の 平 成２０ 年 度であ り

ます。  

交付対 象 事業費 は ３０億 １ 千３百 万 円で， 国 費率は ４ ０パー セ

ントであります。  

次に， １ ）事業 の 実施状 況 であり ま すが， 当 初計画 に 位置付 け

実施し た 事業は ， 基幹事 業 として ， 鶴田第 １ 地区及 び 鶴田第２地

区の土 地 区画整 理 事業， そ して鶴 田 第１地 区 内の街 区 公園を整備
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する公 園 事業を 実 施いた し ました 。 また， 提 案事業 と して，まち

づくり 活 動推進 支 援，ワ ー クショ ッ プによ る 公園計 画 及び樹木の

里親制度を実施いたしました。  

なお， 当 初計画 か ら削除 し た事業 及 び新た に 追加し た 事業は ご

ざいま せ ん。ま た ，交付 期 間につ き まして も ，当初 の 平成１６年

度から２０年度の５年間で交付期間の変更はございません。  

続きま し て，事 業 の進捗 状 況であ り ますが ， 土地区 画 整理事 業

につい て は，鶴 田 第１地 区 が平成 １ ６年度 か ら平成 １ ８年度の３

年間， 鶴 田第２ 地 区が平 成 １６年 度 から平 成 ２０年 度 の５年間実

施し， そ の結果 ， 狭隘道 路 を解消 す ると共 に ，療育 拠 点施設周辺

の道路網の整備を行ないました。  

公園事 業 につい て は，平 成 １７年 度 から平 成 ２０年 度 の４年 間

実施し ， 平成１ ９ 年度末 ま でに， 鶴 田第１ 地 区内の 街 区公園３箇

所の整備が完了し，現在街区公園２箇所を整備中であります。  

提案事 業 のまち づ くり活 動 推進支 援 であり ま すが， 掲 示板及 び

事業概 要 を掲載 し た建植 サ インを 作 成いた し ました 。 また，ワー

クショ ッ プによ る 公園計 画 であり ま すが， ワ ークシ ョ ップの内容

を地域 住 民の方 々 に周知 す るため の パンフ レ ットを 作 成すると共

に，地 域 の方々 と 公園整 備 計画を 策 定いた し ました 。 また，樹木

の里親 制 度であ り ますが ， 公園の 樹 木の里 親 を募り ， 里親のネー

ムプレ ー トを作 成 すると 共 に，清 掃 ・除草 作 業など の 活動を実施

いたしました。  

次に， ２ ）都市 再 生整備 計 画に記 載 した目 標 を定量 化 する指 標

の達成 状 況であ り ますが ， さきほ ど 説明い た しまし た 「まちづく

り の 目 標 」 の 達 成 状 況 を 明 確 化 す る た め ，「 目 標 を 定 量 化 し た 指

標」に 置 換えま し た。目 標 を定量 化 した指 標 １とし て 「消防困難

地域の解消」，指標２として「公園まで歩いて利用できる地域面積

の向上」，指標３として「福祉療育施設の利用者数」を設定いたし

ました。  

まず， 指 標１「 消 防困難 地 域の解 消 」であ り ますが ， 鶴田第 １

土地区 画 整理事 業 の事業 認 可が平 成 ５年度 で あるた め ，平成５年

度末の消防困難地域９４ .７ヘクタールを従前値とし，平成２０年

度末の目標値を１５ .４ヘクタールと設定いたしました。平成２０

年度末 時 点で， 鶴 田第１ 地 区及び 鶴 田第２ 地 区の土 地 区画整理事
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業によ り 道路整 備 が進捗 し ，消火 栓 の新設 箇 所が増 加 した結果，

消防困難地域が１４ .９ヘクタールまで縮小し，目標値は達成でき

る見込 み であり ま す。な お ，現時 点 では， 評 価値は 見 込値である

ため， 平 成２１ 年 ５月に フ ォロー ア ップを 実 施して 確 定値を計測

いたします。  

次に， 指 標２「 公 園まで 歩 いて利 用 できる 地 域面積 の 向上」 で

ありま す が，鶴 田 第１土 地 区画整 理 事業の 事 業認可 が 平成５年度

である た め，平 成 ５年度 末 の公園 ま で歩い て 利用で き る地域面積

３ ４ .３ ヘ ク タ ー ル を 従 前 値 と し ， 平 成 ２ ０ 年 度 末 の 目 標 値 を ４

４ .１ヘクタールと設定いたしました。この指標については，計画

されて い る街区 公 園が， 土 地区画 整 理事業 の 仮設住 宅 用地として

現在も 利 用され て おり， こ の街区 公 園１箇 所 が整備 で きず，評価

値が４１ .１ヘクタールとなるため，目標値は未達成となる見込み

であり ま す。し か し，計 画 してい た 街区公 園 ６箇所 の うち５箇所

は整備 が 完了す る ため， 公 園まで 歩 いて利 用 できる 地 域面積は従

前と比 べ 改善し て おり， 一 定の効 果 発現は 見 られた と 考えており

ます。 な お，現 時 点では ， 評価値 は 見込値 で あるた め ，平成２１

年５月にフォローアップを実施して確定値を計測いたします。  

最後に ， 指標３ 「 福祉療 育 施設の 利 用者数 」 であり ま すが， 福

祉療育 施 設は， ま ちづく り 交付金 交 付期間 中 の平成 １ ９年４月に

開設す る 施設で あ ったた め ，福祉 療 育施設 １ 日あた り の利用者数

の従前 値 は０人 と いたし ま した。 ま た，目 標 値は２ ５ ０人と設定

いたし ま した。 平 成２０ 年 ５月時 点 で，福 祉 療育施 設 開設に合わ

せ，土 地 区画整 理 事業に よ り周辺 道 路網が 整 備され た 結果，施設

利用の 利 便性が 向 上し， 福 祉療育 施 設１日 あ たりの 利 用者数は２

８０人 と 目標値 は 達成で き る見込 み であり ま す。な お ，現時点で

は，評 価 値は見 込 値であ る ため， 平 成２２ 年 ４月に フ ォローアッ

プを実施して確定値を計測いたします。  

次に， ３ ）その 他 の数値 指 標（当 初 設定し た 数値目 標 以外の 指

標）に よ る効果 発 現状況 で ありま す が，そ の 他の数 値 指標「公園

までの 徒 歩所要 時 間の短 縮 」の設 定 理由は ， 指標２ 「 公園まで歩

いて利 用 できる 地 域面積 の 向上」 と 関連し た 効果の 発 現を計測す

る指標として設定いたしました。  

その他 の 数値指 標 １「公 園 までの 徒 歩所要 時 間の短 縮 」は， 鶴
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田第１ 土 地区画 整 理事業 の 事業認 可 が平成 ５ 年度で あ るため，平

成５年 度 末の鶴 田 第１土 地 区画整 理 事業地 内 から至 近 距離の公園

までの １ 番時間 を 要する 徒 歩所要 時 間（時 速 ４キロ メ ートル）で

ある１ ６ 分間を 従 前値と い たしま し た。平 成 ２０年 度 末時点で，

道路網 整 備と街 区 公園整 備 の相乗 効 果によ り ，１０ 分 間所要時間

が短縮 し ６分間 と なり， 街 区公園 利 用の利 便 性が向 上 し，一定の

事業効果の発現が見られたと考えております。なお，現時点では，

評価値 は 見込値 で あるた め ，平成 ２ １年５ 月 にフォ ロ ーアップを

実施して確定値を計測いたします。  

次に， ４ ）定性 的 な効果 発 現状況 に ついて で ありま す が，こ れ

は，指 標 として 定 量化す る ことが 出 来ない 事 業効果 の 発現を記載

し た も の で あ り ま す が ， ま ず ，「 公 園 整 備 計 画 を 策 定 す る に あ た

り，市 民 と協働 で ワーク シ ョップ を 行った こ とで， 地 域住民のニ

ーズを 公 園整備 に 反映す る ことが で き，公 園 に対す る 市民の愛着

が深ま っ たこと 。 また， 公 園が幅 広 い年齢 層 に利用 さ れ，地域コ

ミュニテ ィの形成 に繋がっ たこと。」 でありま す。次に，「地 区 内

では， 西 消防署 が 平成１ ４ 年に新 設 されま し たが， 当 時は狭隘道

路や行 き 止まり 道 路が多 く 存在し お りまし た 。しか し ，当事業で

地区内 の 道路が 整 備され た ことで ， 地域住 民 の方々 の 消防・救急

に対する安心感が高まってきていること。」であります。更に，「土

地区画 整 理事業 に よる建 物 移転を 契 機に， ２ 世帯な ど の同居世帯

が増え て いるこ と で，家 族 内や地 域 内など の 世代間 に 新たな交流

が形成されていること。」などが揚げられます。  

次に，５）実施過程の評価でありますが，「住民参加プロセス」

に関し ま しては ， 地域住 民 の方々 と ワーク シ ョップ に より公園整

備計画 を 策定い た しまし た 。なお ， 今後の 対 応方針 と しては，ワ

ークシ ョ ップ参 加 者の方 々 に，公 園 愛護会 設 立に向 け て働きかけ

ていく考えであります。次に，「持続的なまちづくり体制の構築」

に関し ま しては ， 樹木の 里 親制度 を 導入い た しまし た 。なお，今

後の対 応 方針と し ては， 自 治会な ど の既存 組 織を通 し て，地域住

民の方 々 に樹木 の 里親制 度 への登 録 を働き か けてい く 考えでおり

ます。  

次に， 事 後評価 原 案の公 表 結果で あ ります が ，市広 報 誌１０ 月

号など を 活用し ， 市民の 方 々に予 め 周知い た しまし て ，１０月１
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日から １ ０月１ ５ 日まで の ２週間 ， 市ホー ム ページ へ 事後評価原

案を掲 載 すると 共 に，事 業 担当課 の 西部区 画 整理事 業 課の窓口に

おいて 公 表いた し ました 。 窓口で の 閲覧及 び 意見書 提 出はありま

せんでしたが，ホームページ閲覧者より，「地区内においては，道

路整備が進捗して，狭隘道路や行き止まり道路が解消すると共に，

公園な ど の公共 施 設が新 た に整備 さ れ，以 前 に比べ て 住環境が改

善し，住みやすい街となった。」旨，まちづくり交付金事業の効果

を評価 す る意見 書 が１件 提 出され て おりま す ことを ご 報告いたし

ます。  

以上， 様 式２の １ 「評価 結 果のま と め」に つ いて， ご 説明さ せ

て頂きました。一旦，「評価のまとめ」について，ご審議を頂きま

して，その後，「まちの課題の変化」，「今後のまちづくりの方策」

及び「 フ ォロー ア ップ計 画 」につ い て，ご 説 明いた し ます。ご審

議のほど，よろしくお願いいたします。  

 

ま ず 事 後 評 価 部 分 に つ い て の 事 務 局 か ら の 説 明 が 終 わ り ま し

た。全体的なことでご質問・ご意見等ありましたらお願いします。

三橋委 員 からの 質 問で， 指 標１か ら ３で目 標 値が， １ ５．４ ヘ

クター ル とか４ ４ ．１ヘ ク タール な ど，か な り細か い 数字が出て

います が ，何故 こ のよう な 細かい 数 字にな る のかと い うご指摘が

あったのですが，いかがでしょうか。  

 

 目標 値 の設定 に つきま し ては， ま ちづく り 交付金 の 計画書であ

ります ， 都市再 生 整備計 画 策定時 の 平成１ ６ 年の直 近 年度の区画

整理事 業 や公園 事 業等の 整 備状況 を 勘案し ， 近年の 整 備状況を加

味する と ともに ， まちづ く り交付 金 による 効 果を加 味 して目標値

の方は設定しております。  

また， 目 標値を 計 測する 際 には地 区 内の図 面 等を使 い まして ，

例えば 消 防困難 地 域であ っ た場合 に は，消 火 栓を設 置 した箇所か

ら，１ ０ ０メー ト ルの半 径 を描い た 面積を 求 積する よ うな形で行

っております。  

このよ う なこと か ら，数 値 的には 小 数点第 １ 位まで と いう具 体

的な数値を出させていただいております。  
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 きち ん と計算 す ると， こ のよう な 結果に な ったと い うことです

ね。  

それと も う１つ ， 三橋委 員 からあ ら かじめ 達 成でき そ うな数 値

を出し て いるの で はない か という ご 指摘を い ただい て いるのです

が，こ の 事業が 完 了して ， 平成２ ０ 年度ま で で達成 で きる目標を

掲げて い るので す よね。 で すから ， 達成で き そうも な い目標では

なくて ， 事業を 達 成すれ ば ，ここ ま では達 成 できる と いう目標を

掲げたということでよろしいですね。  

では， 全 体的な 点 につい て よろし け れば， １ つ１つ の 指標に つ

いて議論していきたいと思います。  

まず， 消 防困難 地 域の解 消 という 点 でござ い ますが ， もとも と

消火栓 も なく， 消 防困難 地 域であ っ たもの が 非常に 少 なくなって

きたと い うもの で ありま す がいか が でしょ う か。測 定 の仕方とし

ては，実際に距離を図ったということですね。  

 

 実際 に 図面に 新 しくで き た区画 道 路を展 開 いたし ま して，その

距離を計測しました。  

 

 はい。これは特に問題が無いとしてよろしいでしょうか。  

 

異議なし。  

 

続きま し て指標 ２ の公園 ま で歩い て 利用で き る地域 面 積の向 上

は達成 が 三角に な ってお り まして ， もう１ つ 別の指 標 を出してい

るわけ で すね。 歩 行時間 で 評価し 直 してみ て ，効果 が 上がってい

るとい う ことを 説 明して い るとい う ことで よ ろしい の ですね。こ

こでは ， 達成で き ていな い という こ とと， そ の想定 し た指標以外

の歩行 時 間で評 価 してい る という そ の２点 が 問題に な ると思うの

ですが，いかがでしょうか。  

 ここ に ある， ６ 分とい う のは約 ４ ００メ ー トル位 に なると思う

のです が ，最長 が 約４０ ０ メート ル という こ とです ね 。従前は１

６分と い うこと は ，最長 が 約１キ ロ メート ル という こ とで，それ

が約４ ０ ０メー ト ルまで 縮 まった と いうこ と ですね 。 達成はされ

ていま せ んが， 事 業効果 は 上がっ た という こ とです が ，ご意見等
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ありますか。  

 

徒歩の 所 要時間 と いうこ と になる と ，地域 の 実情に 合 わせて ，

高齢者 の 方と子 ど も等が 中 心とな っ て公園 を 利用す る のだと思い

ますが ， そうな る と６分 で は行け な いとい う ことに な りかねない

ので，距離の方が良さそうなのですが。  

 

 そうですね。追加で距離も説明しておけばいいですね。  

では， こ れは達 成 度が三 角 ではあ る けれど も ，今ま で １キロ メ

ートル 以 上であ っ たもの が ，最長 で も４０ ０ メート ル 以内で行け

るよう に なった と いうこ と で追加 す ること と ，４４ ． １ヘクター

ルとい う のも， で きない と いうこ と ではな く ，少し 遅 れるという

ことで三角ということにしているのだと思います。  

 では，その次の指標３のところですが，これはどうでしょうか。

これも ， ２５０ 人 とか２ ８ ０人と か の数値 を どのよ う に推計 し

たのか と いうこ と と，三 橋 委員か ら 福祉施 設 という も のは，区画

整理事 業 と関係 な いので は ないか と いうご 意 見があ り ，区画整理

事業そ の ものの 事 業効果 を 測る指 標 として は どうし て このような

指標を使ったのか分からないという指摘があります。  

つまり ， 区画整 理 の事業 で あるな ら 道路の 交 通量と か 別の面 で

測るべ き でこの 来 場者数 と いうこ と で測る と 直接関 連 が無いので

はない か という こ となの で すがそ の 点を含 め て議論 し たいと思い

ます。  

 

 今の 話 で，指 標 １と指 標 ２は非 常 に分か り やすい 目 標値と評価

値が出ていると思います。  

ところ が ，先ほ ど 説明が あ りまし た 指標３ の 福祉療 育 施設の 利

用者数 な のです が ，まず １ つ問題 点 は従前 値 が『０ 』 という数字

で，平 成 １９年 度 はこの 場 所に施 設 がなか っ たので 『 ０』という

ことだ と いう説 明 をされ て いまし た が，そ も そもこ の 施設という

のは， こ とばの 相 談所， 知 的障が い 者，身 体 障がい 者 の施設をこ

こに統 合 し，さ ら に保育 施 設も含 め た施設 を 拠点施 設 として整備

す る と い う こ と で す の で ， 平 成 １ ９ 年 度 に 施 設 が 無 か っ た の で

『０』 に すると い うこと で はなく て ，今ま で あった 施 設をここに



 

 
 - 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山島委員長  

 

 

 

 

 

 

 

 

塩野谷委員  

 

 

 

 

 

山島委員長  

 

 

 

 

和田委員  

統合し た とする と ，それ ら の施設 の 数値が 従 前値に な らないと，

宇都宮 市 の拠点 施 設の評 価 として は いかが な ものか と いう疑問点

が１つあります。  

 例え ば ，待機 児 童が『 ０ 』にな っ たから こ の施設 が ，機能が確

保され た という の であれ ば 評価と し ては十 分 である と 思います。

評価の 指 標とし て ，利用 者 数だけ が 評価と し て適切 な のかという

ことが２点目です。  

 最後 に 総合所 見 で，施 設 の利便 性 が向上 し 目標値 を 上回ったと

いう表 現 につい て であり ま すが， 区 画整理 事 業でイ ン フラの整備

がされ ， 施設へ の アクセ ス 性が高 ま ったこ と により ， 利用者数が

多くな っ たとい う ことだ と 思いま す ので， そ の表現 を 修正するべ

きではないかと思います。  

 

 非常 に ごもっ と もな意 見 だと思 い ます。 目 標１， ２ とは違和感

がある と 思いま す 。例え ば ここで 福 祉施設 に 限らず ， 大きな施設

を造っ た 場合に た くさん の 人が集 ま ります の で，そ れ に対応する

まちに な ったと い うこと で すね。 そ れをど う やって 評 価するのか

ということもまた難しいですね。  

また， 従 前の『 ０ 』とい う 値や， ２ ８０人 と いう値 も 公表し て

いるの で ，あと は 総合所 見 で別の 表 現を考 え た方が 良 いと思いま

す。  

 

 道路 整 備がで き て，施 設 の利用 の 利便性 が 上がっ た ということ

で数値 目 標を出 し たのだ と 思うの で すが， 多 分皆さ ん の思いとし

ては， 車 やバス の 出入り が ありま す ので， 近 隣の方 の 危険性が解

消され て ，時間 も 短縮さ れ たとい う ことだ と 思うの で すが，それ

をどのように表現したら良いのかというのは難しいと思います。

 

 これ ら の事業 を 行った か ら目標 値 を上回 っ たので は なく，想定

される 人 たちの 利 便性が 向 上した と いうこ と だと思 い ます。ここ

に来ら れ る方の 利 便性が 向 上した と いうこ と にした 方 が良いと思

います。  

 

 ここ は 福祉療 育 施設な の で，利 用 者が多 い という こ とが本当に
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良いこ と かどう か という こ とにも な るので ， 福祉療 育 という観点

からのハード整備ができたという書き方の方が良いと思います。

福祉療 育 施設の 利 用者が 増 えてそ れ が本当 に 宇都宮 市 にとっ て

嬉しいことなのかと疑問に思いますので。  

 

そうで す ね。目 標 １，２ と 比べる と その辺 に 皆さん の 違和感 が

あるの で はない か と思い ま す。目 標 １，２ は ，数字 が 上がれば上

がるほ ど 良いと い うこと に なるの で すよね 。 最終的 に は消防困難

地域が 『 ０』に な って， 公 園まで 皆 さんが 行 くこと が できるとい

うことですので。  

よろし い でしょ う か。書 き 方を逆 転 させて ， 人数が 増 えれば い

いとい う ことで は なくて ， 人数を 想 定して ， その人 数 が支障なく

利用で き るよう に ，まち の 利便性 は 十分に 対 応でき る ようになっ

たとい う ことに す れば良 い と思い ま す。そ う すると ， 目標の話は

良いと思います。  

次に， そ の他の 数 値指標 に ついて で す。こ ち らは， 先 ほど議 論

になり ま したが ， 公園ま で の所要 時 間が「 分 」とな っ ております

が「メートル」に直しますか。  

 
改めて 計 算した の ですが ， 約１キ ロ メート ル が約４ ０ ０メー ト

ルになったということで間違いありません。  

 
そうで す か。で は 公園ま で の最大 の 距離が 約 １キロ メ ートル で

あった も のが約 ４ ００メ ー トルに な ったと い うこと で 記載すれば

よろし い ですね 。 評価値 の 方は， 所 要時間 ６ 分と書 け ば分かりや

すいですね。  

あとは ， 定性的 な 効果発 現 状況と 実 施過程 の 評価と い うこと で

すが，これについてはいかがでしょうか。  

 

定性的 な 効果発 現 状況で ２ 世帯同 居 が増え て いると 書 いてあ る

のですが，これはどれ位増えているのですか。  

 

実際に は 調査資 料 が無い も のです か ら，具 体 的に何 件 位増え て

いると い うこと は 数字を 挙 げて申 し 上げる こ とは出 来 ないのです
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が，私 た ち職員 が 地元の 方 に行き ま して， 交 渉や区 画 整理等のお

話をす る 際に， 家 を新築 し たら， 息 子さん や 娘さん ご 夫婦を呼ん

で，２ 世 帯住宅 を 建てて 一 緒に暮 ら したい と いうお 考 えの方が多

くいらっしゃるということで記載させていただきました。  

また， そ の効果 と いたし ま して， 今 までは ご 高齢の 方 の世帯 で

あった と ころに ， お孫さ ん 等が入 っ てきて ， 学校な ど の送り迎え

などを 担 うとい う ことで ， 地域の コ ミュニ ケ ーショ ン が生まれた

り，自 治 会の活 動 等にも 若 い世代 が 参加し て いるの が 見られると

いうお 話 を伺っ た もので す から， そ ういっ た ことを 記 載させてい

ただきました。  

 

それで 良 いと思 う のです が ，もう 少 しソフ ト に書い た 方が良 い

と思い ま す。そ れ でお孫 さ んと住 ま われる な ど，一 部 ではそうい

ったこ と が見ら れ るとい う ことを 記 載し， 世 代間の 交 流に効果が

あるということであれば良いですね。   

 

定性的 な 効果に 入 るのか ど うか分 か らない の ですが ， ここは 鶴

田沼緑 地 と中央 公 園とを 繋 ぐ緑の 歩 道など が 計画さ れ ていて，ま

ちづく り 交付金 を 利用す る ことで ， 宇都宮 市 の財産 と しての鶴田

沼緑地 と 中央公 園 が，緑 で 結ばれ る という 効 果を今 回 創出してい

るとい う ところ を ，私は 非 常に高 く 評価し て おりま し て，質の高

い整備 が できて い ると思 い ますの で ，そう い ったこ と を入れてい

ただくところは無いのでしょうか。  

 

今後の ま ちづく り の方策 に 今の意 見 は是非 入 れて， こ ういっ た

ことにも効果があると書けば，その方が良いと思います。  

 

もとも と ネット ワ ークの 構 築とい う ものが あ りまし た 。栃木 街

道沿い に 中央公 園 があり ， 外環状 線 沿いに 鶴 田沼緑 地 があります

が，そ の 中間に あ るこの 区 域にお い てネッ ト ワーク を 構築するた

めに， 緑 道を整 備 して周 り に街区 公 園を配 置 して， 鶴 田沼緑地と

中央公 園 とのネ ッ トワー ク を構築 す る計画 が ありま す ので，今後

のまち づ くりの 方 策に入 れ るとい う のは， 重 要なこ と だと思いま

す。  
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定性的 な 効果で ， 今まで の 事業に お いてど の ような 効 果が出 た

かとい う ことな の で，今 後 のまち づ くりに つ いても う 少し議論し

て，こ れ らを行 っ たこと に より， 発 展して い きます と いうことは

今後のまちづくりの方策に書いた方がいいですね。  

 

２世帯 住 宅とい う ものは ， それほ ど 増えて い ないと 思 います 。

敷地の 中 に，た だ 別棟で ， 息子夫 婦 などが 家 をたて る というのは

あると 思 います 。 後々現 地 を見た と きに， そ ういっ た ２世帯住宅

が見あたらないなどという話になると思います。  

 

鶴田第 １ 地区の 方 は，結 構 ２世帯 住 宅を建 て ている 方 もいら っ

しゃいます。  

 

では， ２ 世帯の 同 居のみ と いうこ と ではな く て，敷 地 内に別 棟

を建てている方なども含めた書き方にした方が良いですね。  

この事 業 を行っ た 結果， 今 まで離 れ ばなれ で 住んで い た方々 が

一緒に住むようになったということは，意義があります。  

では， 評 価結果 の まとめ は これま で の意見 を 踏まえ ， 文章を 直

すとこ ろ は直し て いただ い て，私 の 方でチ ェ ックさ せ ていただく

ということでよろしいでしょうか。  

 

異議なし。  

 

では，今後のまちづくりの方策について議論したいと思います。

資料の説明の続きをお願いいたします。  

 

それでは，「まちの課題の変化」，「今後のまちづくりの方策」及

び「フォローアップ計画」について，ご説明いたします。  

「まち の 課題の 変 化」で あ ります が ，まち づ くり交 付 金事業 を

導入し 地 区内の 課 題解決 に あたっ た 結果， ま ず，土 地 区画整理事

業によ り 狭隘道 路 や行き 止 まり道 路 が解消 さ れると 共 に，歩行者

空間が 確 保され た ことで ， 生活道 路 の安全 性 が改善 さ れたこと。

また， 道 路整備 と 平行し ， 消火栓 が 新設さ れ たこと で ，地域の防



 

 
 - 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災性が 向 上した こ とであ り ます。 次 に，公 園 事業に よ り街区公園

が新た に 整備さ れ たこと で ，従来 よ りも公 園 までの 徒 歩所要時間

が短縮 さ れ，公 園 利用の 利 便性が 向 上した こ とであ り ます。さら

に，土 地 区画整 理 事業に よ り福祉 療 育施設 開 設に合 わ せて，周辺

道路網 が 整備さ れ たこと で ，施設 利 用の利 便 性が向 上 し，施設利

用者の 増 加に繋 が ったこ と であり ま す。以 上 のよう に ，今回，平

成１６ 年 度から 平 成２０ 年 度の５ 年 間，ま ち づくり 交 付金事業を

導入し た 結果， 一 定の成 果 をあげ る ことが で きまし た 。しかしな

がら， 鶴 田第２ 土 地区画 整 理事業 の 事業期 間 は平成 ２ ８年度まで

であり ， 地区内 に は未整 備 箇所が ま だ散在 し ている 状 況であり，

今後も 引 き続き 地 区内の 課 題解決 に 努めて い かなけ れ ばなりませ

ん。  

次に， 今 後のま ち づくり の 方策及 び 今回達 成 されな か った指 標

の改善策を提案させて頂きます。  

まず， 今 後のま ち づくり の 方策と し て，第 １ に，コ ミ ュニテ ィ

づくり 及 び住民 活 動の支 援 として ， 公園計 画 ワーク シ ョップによ

り育ま れ た公園 へ の愛着 を 継続さ せ るため ， 公園愛 護 会の設立や

樹木の 里 親制度 な どへの 住 民参加 の 活動を 今 後も支 援 すること。

また， 地 域住民 の 方々の 相 互交流 を 促進し ， 魅力あ る まちづくり

を 進 め る た め コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り を 支 援 し て い く こ と で あ り ま

す。第 ２ に，継 続 的なま ち づくり と して， 当 地区は ， 平成１６年

度から 平 成２０ 年 度の５ 年 間，ま ち づくり 交 付金事 業 （第１期）

を導入 し ，地区 内 の課題 解 決に対 し て一定 の 成果を あ げることが

できま し た。し か し，今 後 も，鶴 田 第２土 地 区画整 理 事業が継続

される た め，今 回 の成果 を 踏まえ ， まちづ く り交付 金 事業（第２

期計画）に繋げて行きたいと考えております。  

続きま し て，今 回 達成さ れ なかっ た 指標の 改 善策「 公 園まで 歩

いて利 用 できる 地 域面積 の 向上」 で ありま す が，ま ず ，未整備と

なりま し た街区 公 園は， ま ちづく り 交付金 事 業（第 ２ 期計画）で

平成２ ２ 年度に 整 備する 計 画であ り ます。 な お，ま ち づくり交付

金事業 （ 第２期 計 画）に お いては ， 事業期 間 の中間 年 度にモニタ

リング （ 中間検 査 ）を実 施 するこ と で，事 業 の進捗 状 況及び目標

指標の 達 成状況 を 把握検 証 し，よ り 一層， 効 果的な 事 業執行を図

る考えでおります。  
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山島委員長  

 

 

 

 

手塚幹事  

 

山島委員長  

 

 

 

 

 

 

手塚幹事  

 

山島委員長  

最後にフォローアップの計画でありますが，事後評価時点の「評

価値」に「見込値」を採用した場合，「確定値」を求めるため，ま

ちづく り 交付金 事 後評価 方 法書に 基 づき， フ ォロー ア ップを実施

しなけ れ ばなり ま せん。 当 地区で は ，全て の 指標に つ いて，事後

評価時 点 の「評 価 値」に 「 見込値 」 を採用 し ている た め，フォロ

ーアップを実施いたします。その実施時期でありますが，「消防困

難地域の 解消」，「 公園まで 歩いて利 用できる 地域面積 の向上」 及

び「公 園 までの 徒 歩所要 時 間の短 縮 」につ い ては， ま ちづくり交

付金事 業 の交付 期 間終了 後 ，１ヶ 月 が経過 し た時点 の 平成２１年

５月に実施いたします。なお，「福祉療育施設の利用者数」につい

ては， 事 業完了 後 ，２１ 年 度の子 ど も発達 セ ンター 利 用者統計に

より開 館 日一日 平 均の利 用 者数を 求 める必 要 がある た め，まちづ

くり交 付 金事業 の 交付期 間 終了後 ， １年が 経 過した 時 点の平成２

２年４月に実施いたします。  

以上で ， 鶴田地 区 のまち づ くり交 付 金事後 評 価に関 す る説明 を

終了いたします。ご審議のほど，よろしくお願いいたします。  

 

ありが と うござ い ました 。 今のお 話 は，ま ち の課題 の 変化と 今

後のま ち づくり の 方策と い う点に な ると思 い ますが ， 先ほどの塩

野谷委 員 のご意 見 をどこ に どうい う 形で入 れ たらよ ろ しいでしょ

うか。  

 

「継続的なまちづくり」のところになるかと思います。  

 

中央公 園 と鶴田 沼 を繋ぐ 緑 の回廊 が この地 区 の整備 を 進める こ

とによって全体的に作り上げられていくのだと言うことですね。

では， そ の文章 に つきま し ては案 を 作成し ， 金子委 員 と塩野 谷

委員に チ ェック し ていた だ いて， ご 了解い た だいて か ら私の方で

まとめ る という 形 の方が よ ろしい で すね。 今 後が非 常 に楽しみで

すね。二期計画はこれから申請する予定ですよね。  

 

 年度内には申請をいたします。  

 

他に何か課題についていかがでしょうか。  
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地元は 事 業が現 在 進行形 な のです が ，１０ 年 近く前 か らこの 地

区のま ち づくり の 話があ り まして 実 施して い る訳な の ですが，い

つになったら区画整理事業が終わるのだろうかと思っています。

地元の 方 は一番 そ の部分 が 気にな る ところ な のです 。 ですか ら

この場 で 目標を 掲 げて， 達 成しそ う だなど の 話を聞 い ても実感が

わかな い のです 。 ですか ら ，まち づ くりの 目 標の中 に ，完成年度

などは入れられないのでしょうか。  

 

これは ， 補助金 の 効果を 言 う目標 な ので， 地 元の方 に とって は

それよ り も，自 分 の今住 ん でいる と ころが ど うなる か という方が

関心が あ ります よ ね。そ う いった 個 人がい つ 家が建 て られるよう

になる の かとい う ことは 事 業の中 で 示さな い といけ な いので，そ

ういっ た 具体的 な ことが 分 かった 方 々から 順 次説明 さ れると思い

ます。 こ れは， 補 助金の 効 果があ る かどう か という 全 体の話にな

りますので，少し内容が違ってくると思います。  

 

交付金 を いただ く のは非 常 に結構 な 話なの で ，たく さ んいた だ

いて，早く事業を完了させてもらいたい。現在住んでいる方々が，

いつに な ったら 新 しい家 に 住める の かとい う ことが 一 番気になる

ところです。１年でも早く完了させていただきたいと思います。

 

そうで す ね。ま さ にこの ま ちづく り 交付金 と いうも の は，宇 都

宮市が 一 生懸命 や ってい ま すよと か ，国か ら も応援 し てもらって

いますよという証明になるのです。  

この計 画 は，土 地 区画整 理 事業と し てみる と かなり 成 功して い

る事例 で すが， 住 民の方 に とって は まだま だ 遅いと い う意見が１

人１人 か らは出 て くると 思 うので す が，こ の １つの 事 業そのもの

を行う に あたっ て ，実現 す るため に どのよ う にお金 が 流れていく

のかと い うこと で ，市が そ れに対 し てどの よ うに頑 張 っているの

かとい う のがこ の 評価の 指 標にな り ますの で 是非皆 さ んの思いを

受け止 め て市も 頑 張って い ると伝 え ていた だ けると 良 いと思いま

す。交 付 金を獲 得 するだ け でも大 変 だと思 い ますの で ，非常に頑

張っていると思います。  
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 そう で すね。 一 生懸命 や ってい た だいて い るとい う のは分かり

ます。  

 

 これ だ け大き い 事業を 市 がやっ て おりま す が，一 般 的に見ると

かなり 早 くしっ か りやっ て いるほ う ですよ 。 ですか ら ，市を応援

していただくと，ますます早くできるかもしれません。  

今のま ま 進めば ， 数年の 間 にほと ん どの方 は 家が建 て られる と

思います。  

では，修正点は１箇所ということで，他はよろしいでしょうか。

 

異議なし  

 

以上で本日の議事は終了致しました。  

続きまして，５．「その他」の事項に入ります。  

 事務局より何かございますか。  

 

今後の 事 後評価 の 予定で す が，今 回 の評価 委 員会の 意 見等を 踏

まえま し て，事 後 評価結 果 に必要 な 修正を 加 えたう え で国へ提出

するこ と になっ て おりま す 。その 後 ，国か ら の指導 ・ 助言があり

ますが，公表は年度末になる予定です。  

なお， 今 回，事 後 評価を 行 いまし た 地区に つ きまし て は，数 値

目標の 検 証につ い て，確 定 値が計 測 できず に 見込み の 値で行って

おりま す ので， 翌 年度に 確 定値が 得 られた 段 階で， 再 度，国への

提出や公表を行う予定です。以上です。  

 

それで は ，これ を もちま し て第２ 回 宇都宮 市 まちづ く り交付 金

評価委員会を閉会いたします。  

 長時間のご審議ありがとうございました。  
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